
２２ 広域合併と政令指定都市への移行広域合併と政令指定都市への移行

（１）政令指定都市を目指した１５市町村の大合併（１）政令指定都市を目指した１５市町村の大合併

２００５年１０月までに，１５市町村が合併

田園とみなとまちが恵みあい，共に育つまち田園とみなとまちが恵みあい，共に育つまち

（２）本州日本海側で初の政令指定都市「新潟市」誕生（２）本州日本海側で初の政令指定都市「新潟市」誕生
（（20072007年年44月月11日）日）

目指す５つの都市像（新・新潟市総合計画）

地域と共に育つ，分権型協働都市
分権型分権型

政令政令市市

大地と共に育つ，田園型拠点都市 田園型田園型
政令市政令市

世界と共に育つ，日本海交流都市
日本海日本海
政令市政令市

安心と共に育つ，くらし快適都市 安心型安心型
政令市政令市

市民が共に育つ，教育文化都市 創造型創造型

政令政令市市
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（３）８行政区の設置（３）８行政区の設置

北区
・新潟市の一部
・豊栄市

江南区
・新潟市の一部
・亀田町
・横越町

秋葉区
・新津市
・小須戸町

南区
・白根市
・味方村
・月潟村

西蒲区
・岩室村
・西川町
・潟東村
・中之口村
・巻町の一部

西区
・新潟市の一部
・黒埼町
・巻町の一部

中央区
・新潟市の一部

東区
・新潟市の一部

行政区と，各区を構成する主な旧市町村

●● 区自治協議会区自治協議会

●● 地域コミュニティ協議会地域コミュニティ協議会

●● 区役所が市政のメインステージ区役所が市政のメインステージ

３３ 市民と行政の協働市民と行政の協働によるによるまちづくりまちづくりを進めるためのを進めるための

仕組みづくり仕組みづくり

地域コミュニティ協議会

自治会・町内会

青少年育成協議会

ＰＴＡ

民生・児童委員

老人クラブ

市民団体

ＮＰＯ

公共的団体

区自治協議会

市長・区長

連
携

協働

参画

区役所区役所==まちづくりの拠点まちづくりの拠点
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区役所が市政区役所が市政
のメインステージのメインステージ

～まちづくりの拠点となる区役所～～まちづくりの拠点となる区役所～

○ 地域の特性を活かしたまちづくりの推進

○ 地域の安心･安全の確保

大きな区役所大きな区役所

小さな市役所小さな市役所

○都市間競争に打ち勝つ
戦略性と迅速な政策決定

○区役所組織とのカウン
ターパートの明確化

○業務の集約

○縦割りでなく，横のつながりを重視した区役所

○区役所が独自に考え判断できる区の予算

○現場での問題発見とその解決に結びつける現場
力の育成

○各区の特性を活かした窓口サービスの向上

○地域コミュニティ協議会とのパートナーシップ

○ きめ細かな市民サービスの提供

⇒ 政策力の強化

⇒ 効率性の確保

⇒ 区役所の支援

……区役所に直接配分する予算 ５．３％（平成20年度）

○地域防災の拠点

～８行政区それぞれに区自治協議会を設置～～８行政区それぞれに区自治協議会を設置～

地域コミュニティ協議会

自治会・町内会

青少年育成協議会

ＰＴＡ

民生・児童委員

老人クラブ

市民団体

ＮＰＯ

公共的団体

区自治協議会

市長・区長

連
携

協働

参画

●● 役割役割

区民等の参画を通じて多様な意見を
調整して，その取りまとめをし，区民等
と市との協働の要となります。

●● 構成構成

・地域コミュニティ協議会からの選出者
・公共的団体等から選出者
・学識経験者
・公募委員 など

●● 区の特性を活かした運営区の特性を活かした運営

・区ビジョンまちづくり計画の策定
・特色ある区づくり事業の企画立案
・地域課題の検討
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